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船舶事故調査報告書 

 

令和２年１１月４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員等行方不明 

発生日時 不明（令和元年８月２９日 １７時１０分ごろ～１８時４０分ごろの

間） 

発生場所 不明（愛媛県松山市浅海
あさなみ

原
はら

沖） 

事故の概要 漁船浅
あさ

吉
きち

丸は、無人の状態で漂流しているところを発見され、船長

及び同乗者は行方不明となった。 

事故調査の経過  令和元年９月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で行方不明となったた

め行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 浅吉丸、４.６トン 

 ＥＨ３－４５１４１（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.４０ｍ（Lr）×２.７６ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数１５、昭和５８年１０月 

 乗組員等に関する情報 本件船長 男性 ５２歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日 平成１５年４月１４日 

  免許証交付日 平成３０年４月１２日 

（令和５年４月１３日まで有効） 

同乗者 女性 ３２歳 

 死傷者等 行方不明 ２人（本件船長及び同乗者） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

安芸灘南航路第２号灯浮標付近の潮流 南南西流最強時の時刻

１３時４７分（約２ノット（kn））、転流時刻１７時０４分、北

北東流最強時の時刻２０時３９分（約２kn） 

水温 約２５℃ 

日没時刻：１８時４０分ごろ 

常用薄明：１９時０６分ごろ 

 事故の経過 

 

僚船（以下「僚船Ａ」という。）の船長は、僚船Ａの近くに係留中

の本船に船長（以下「本件船長」という。）が同乗者１人と共に本船
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に乗り組むのを認め、令和元年８月２９日１４時００分ごろ、本船が

底引き網漁の目的で愛媛県今治市菊間港を出港した。 

僚船Ａの船長は、１４時２０分ごろ、安芸灘南航路第３号灯浮標

（以下、灯浮標については、「安芸灘南航路」は省略する。）の南西方

沖に到着して第３号灯浮標と第２号灯浮標の間にある漁場（以下「本

件漁場」という。）を約２kn の対地速力で南西進し、底引き網漁を開

始して船尾方を向いていたところ、本船が菊間港から第３号灯浮標に

向け航行しているのを認めた。 

僚船Ａの船長は、本船が本件漁場に着いて底引き網漁を開始して間

もなく漁具を揚げて再度、漁具を投入しているのを認めた。 

 僚船Ａの船長は、松山市北条港の北西方沖で漁具を入れた状態で反

転して北東進し、１７時１０分ごろ浅海原北西方沖で漁具を揚げてい

たところ、左舷船首方に本船が北東進して操業しているのを認めた。 

 僚船Ａの船長は、１９時００分ごろ浅海原北西方沖で漁具を揚げて

いたところ左舷船首方に本船が見えていたが、灯火を点灯していなか

ったので、発電機が故障しているのだろうと思って汐出磯灯標の北方

沖で漁獲物の仕分けを行い、仕分けが終わる頃には本船が見えなくな

っていた。 

浅海原北西方沖を航行中の船舶が、１９時３５分ごろ無灯火で漂流

中の本船を発見して海上保安庁に通報した。 

 僚船Ａの船長は、本船の灯火が見えなかったので、本船が菊間港に

入港したのだと思い、２０時００分ごろ同港に入港したが、本船が同

港に入港していないことを知った。 

 無灯火で漂流中の本船は、２１時１０分ごろ来援した海上保安官が

船内調査したところ、無人であった。 

 僚船Ａの船長は、菊間港で漁の後片付けを行っていたところ、本件

船長の家族からの連絡により、海上保安庁から本船が無人であるので

確認してもらいたいとの電話があったことを知り、漁から戻っていな

い別の僚船の船長に電話して本船の確認に向かうよう伝え、自らも同

港から本船に向かった。 

 本船は、別の僚船の船長の操船により、菊間港に入港した。 

 本件船長及び同乗者は、海上保安庁の巡視船艇、ヘリコプターによ

り捜索が続けられたものの、発見されず行方不明となった。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船 参照） 

その他の事項 愛媛県は、小型船底引き網漁の手繰第１種漁業及び手繰第２種漁業

の操業区域を愛媛県松山市波妻
は づ ま

ノ鼻と松山市小館場
こ た ち ば

島東端を結んだ直

線及びその延長線以東の禁止区域を除く海域としている。 

僚船Ａ及び本船は、船尾方から潮流を受けるよう底引き網漁を行っ

ていた。 

僚船Ａは、漁具を揚げるのに約１０分、漁獲物の仕分けと次回漁具
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を投入する準備に約２０分を要していた。 

 僚船Ａの船長は、僚船Ａで本船に向かい本船に乗船したところ、漁

具を投入した状態で主機は中立運転となっていたのを認めた。 

僚船Ａの船長は、本船を浅海原北西方沖から菊間港に別の僚船船長

が回航する際、航海灯を点灯していたので、本船の発電機が故障して

いなかったことを知った。 

本件船長及び同乗者の長靴及び携帯電話２台が、本船内で発見され

た。 

 本件船長は、出港前に漁獲物を保存する氷を本船に積載していた。 

 本件船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していなかった。  

 同乗者の家族は、同乗者と本事故の前日までメールで連絡をとって

おり、ふだんの様子と変わりはないと思っていた。  

分析  

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

  

不明 

なし 

なし 

 本件船長及び同乗者は、行方不明となった。 

 本船は、浅海原北西方沖において、１７時１０分ごろ北東進して操

業しているのが目撃された後、１９時００分ごろ僚船Ａの船長により

無灯火の本船が目撃され、来援した海上保安官により無人であること

が確認され、漁具が海中に投入されており、発電機が故障していなか

ったことから、１７時１０分ごろから日没までの間に本件船長及び同

乗者が落水したものと考えられるが、目撃者がいなかったことから、

本件船長及び同乗者が落水した状況を明らかにすることはできなかっ

た。 

原因  本事故は、本船が浅海原北西方沖において、操業中、本件船長及び

同乗者が落水したことにより発生したものと考えられる。  

再発防止策 今後の同種事故等による被害の軽減に役立つ事項として、次のこと

が考えられる。 

・甲板上で作業を行う場合は、救命胴衣を着用すること。 

・船長は、携帯電話を防水措置して常に携行しておくことが望まし

い。 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


